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Government                      （北海道立精神保健福祉センター内） 

************************************************************************************ 

※『Andante：アンダンテ』とは 

「ゆっくりと歩くくらいの速さで」という意味の音楽用語です。皆さんは最近、ゆっくりと歩

いてみたことはありますか？ゆっくりと自分にとって適度なスピードで歩いているとき、私達

の視野はいつもよりぐっと広がり、忙しく過ごす中では見過ごしがちなものに気が付くことが

あります。月に一度「Andante」が届くたびに、皆さんがふっと一息つき、少しの時間だけでも

ゆっくり歩くことを思い出していただけたらと考えています。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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【１】北海道における自殺の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇令和 4 年 10月末の自殺者数（暫定値）[警察庁]◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

警察庁より令和 4年 10 月末の月別自殺者数の暫定値が発表されました。 

令和 4年 10 月の北海道の自殺者数は 61人でした。また、全国の自殺者数は 1,664人、その

うち男性は 1,156人、女性は 508人でした。 

以下に、北海道および全国の前月比と前年同月比の自殺者数を示します。 

 

1. 令和 4年 10 月末と令和 4年 9月末の月別自殺者数の比較 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和 4年 10 月＜北海道  61 人、全国 1,664人、全国(男性) 1,156人、全国(女性) 508人＞ 

令和 4年 9月＜北海道  79 人、全国 1,861人、全国(男性) 1,236人、全国(女性) 625人＞ 

前 月 比 ＜北海道 -18 人、全国  -197 人、全国(男性) -80 人、全国(女性) -117人＞ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和 4年 10 月の自殺者数は、前月比では、北海道、全国（総数・男性・女性）の全てにおい

て減少でした。都道府県別では、自殺者数が増加したのは 15、減少したのは 30、変化なしは 2

でした。 

 

2. 令和 4年 10 月末と令和 3年 10月末の月別自殺者数の比較 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和 4年 10 月＜北海道  61 人、全国 1,664人、全国(男性) 1,156人、全国(女性)  508人＞ 

令和 3年 10 月＜北海道  91 人、全国 1,667人、全国(男性) 1,120人、全国(女性)  547人＞ 

前 年 比 ＜北海道  -30 人、全国  -3 人、全国(男性)  +36 人、全国(女性)  -39 人＞ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

前年同月比では、全国（男性）において増加、北海道、全国（総数・女性）において減少で

した。また、都道府県別でみると、自殺者数が増加したのは 23、減少したのは 20、増減なし

は 4でした。 

 

◇令和 3 年全国における死因順位および割合[人口動態統計]◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

令和 4年 9月 30 日、厚生労働省「人口動態統計」の令和 3年確定値が公開されました。今回

は、その中から令和 3年中の全国および北海道における死因順位をご紹介します。 

 

1.  令和 3 年全国における死因順位と死亡総数 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

総数         男性        女性 

第１位   悪性新生物＜腫瘍＞  悪性新生物＜腫瘍＞ 悪性新生物＜腫瘍＞ 

     381,505人     222,467人       159,038人 

第２位     心疾患         心疾患       心疾患 

     214,710人        103,700人           111,010人 

第３位      老衰        脳血管疾患        老衰 

     152,027人       51,594 人       110,741人 

第４位    脳血管疾患     肺炎       脳血管疾患 

     104,595人    42,341人        53,001人 

第５位     肺炎         老衰          肺炎 

     73,194 人       41,286 人        30,853人 

第６位    誤嚥性肺炎    誤嚥性肺炎      誤嚥性肺炎 

     49,488 人        29,319人         20,169人 

第７位  不慮の事故    不慮の事故       不慮の事故 

     38,355 人        22,026人        16,329人 

第８位  腎不全         腎不全      アルツハイマー病 

     28,688 人        15,080人        14,973人 

第９位   アルツハイマー病    慢性閉塞性肺疾患   血管性等の認知症 

     22,960 人        13,670人        14,181人 
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第 10 位  血管性等の認知症   間質性肺疾患        腎不全 

     22,342 人          13,581 人      13,608人 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

全国の総数において死因として最も多いのは「悪性新生物」で、全死因中の 26.5%を占めて

います。つぎに「心疾患」、「老衰」と続きます。総数の「自殺」は上位 10 位圏外で、死亡数

20,291人でした。平成 22年以降減少を続け、令和元年には 19,425人となりましたが、令和 2

年、令和 3 年と続けての増加となります。令和元年以降「自殺」が上位 10 位圏外になってい

ますが、第 10 位の人数との差は 51 人となっています。上位 10 位以降は非公表のため正確な

順位はわかりませんが、自殺の順位はそれほど低くないと考えられます。 

なお、北海道における自殺の順位は上位 10位圏外（903人）でした。 

 

2. 令和 3年全国における自殺の年齢別死因順位 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

年齢 10-14 歳 15-19歳 20-24 歳 25-29歳 30-34歳 35-39 歳 40-44 歳 

順位  1位    1位   1位   1 位    1位   1位   2位 

 

45-49 歳 50-54歳 55-59歳 60-64 歳 65-69 歳 

     2位      3位   4位   5 位   7位 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

令和 3 年の全国における全死因中の自殺の死因順位は、10~39 歳までの年齢において 1 位と

なっています。また、40~49 歳において 2位、50~54歳において 3位となっており、10~69歳ま

での幅広い年齢層において死因順位 10 位以内に入っています。 

 

令和 3 年における自殺の死因順位は令和元年以降、10 位圏外となっており、順位については

前年と同様となっています。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでは

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因が知ら

れています。新たな自殺総合対策大綱では、「自殺対策の本質が生きることの支援にあることを

改めて確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込

まれることのない社会の実現」を目指す」とされています。困難な道のりではあると思います

が、一歩一歩着実に進めていってほしいと思います。 

 

参考文献 

厚生労働省、2022、「人口動態統計」、 

 

【２】自殺について知ろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」につい

て◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

令和 4年 10 月 14日に「自殺総合対策大綱」が政府によって閣議決定されました。「自殺総合

対策大綱」は、自殺対策基本法に基づき、自殺総合対策会議における議論を経て、政府が推進
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すべき自殺対策の指針として定めるものです。 

平成 19 年 6 月に初めての大綱が策定された後、平成 20 年 10 月に一部改正、平成 24 年 8 月

に初めて全体的な見直しが行われました。平成 24 年に閣議決定された大綱は、おおむね 5 年

を目途に見直すこととされて、第三次が平成 29年、今回の令和 4年が第四次（現行）となりま

す。 

今回は、自殺総合対策大綱の中から一部抜粋して内容についてまとめていきたいと思います。

より詳細な内容について興味のある方は下記の引用文献をご参考ください。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○自殺総合対策の基本理念 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」 

 

○自殺の現状と自殺総合対策における基本認識 

 自殺はその多くが追い込まれた末の死である 

 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだに続いている 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

 地域レベルの実践的な取組を PDCA サイクルを通じて推進する 

 

○自殺総合対策における当面の重点施策 

1. 地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

2. 国民一人ひとりの気付きと見守りを促す 

3. 自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

4. 自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

5. 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

6. 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

7. 社会全体の自殺リスクを低下させる 

8. 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

9. 遺された人への支援を充実する 

10. 民間団体との連携を強化する 

11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する 

13. 女性の自殺対策を更に推進する 

 

○自殺対策の数値目標 

令和８年までに、自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を平成 27 年と比べて 30%以

上減少させることとする。 

 

厚生労働省は、「自殺総合対策大綱」のポイントを 4点示しています。 

1. 子供・若者の自殺対策の更なる推進・強化：子供の自殺危機に対応していくチームとして

学校、地域の支援者等が連携し自殺対策にあたることができる仕組み等の構築や、令和 5
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年 4月に設立が予定されている「子ども家庭庁」と連携し、子ども・若者の自殺対策を推

進する体制を整備することなどを挙げています。 

2. 女性に対する支援の強化：妊産婦への支援、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性の

自殺対策を「当面の重点施策」に新たに位置づけて取組を強化することとしています。 

3. 地域自殺対策の取組強化：地域の関係者のネットワーク構築や支援に必要な情報共有のプ

ラットフォーム作り、地域自殺対策推進センターの機能を強化することとしています。 

4. 総合的な自殺対策の更なる推進・強化：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた

対策の推進し、国、地方公共団体、医療機関、民間団体等が一丸となって取り組んできた

総合的な施策の更なる推進・強化、としています。具体的には、孤独・孤立対策等との連

携やゲートキーパーの普及、SNS 相談の充実、精神科医療との連携、自殺未遂者支援、遺

族支援、セクハラ・パワハラへの支援及び対策、自殺報道対策などが挙げられています。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

今回の大綱では、コロナ禍となる以前の自殺者数の減少を踏まえ、一定の成果があったとす

る一方で、コロナ禍に入り 2 年連続で女性の自殺が増加したこと、小中高生の自殺が過去最高

水準となったことを新たな課題とし、子ども・若者の自殺対策の更なる推進、女性に対する支

援の強化、地域自殺対策の取組強化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の

推進が追加されておりました。 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、新たな大綱の下、より一層の自殺

対策の推進が望まれます。 

 

参考文献 

厚生労働省、2022、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目

指して～」、https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html 

 

【３】お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ 精神保健福祉センターでは、こころの電話相談を次の時間帯で行っています。 

月曜から金曜日                 9:00～21:00 

土曜日曜祝日（12月 29日～1月 3日を除く）   10:00～16:00 

Tel：0570-064-556 

※ご相談の電話が集中しますと、つながりにくい状態になりますがご了承ください。 

  

◇ 現在北海道でも、こころの SNS（LINE）相談が開設されています。 

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。 

 

北海道こころの健康 SNS相談窓口: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/linesoudan.html 

 

◇ ホームページをご覧ください 

北海道地域自殺対策推進センターのホームページを開設しています。最新の北海道の状況を

掲載しており、より情報を見やすく、分かりやすくお伝えできるよう心がけています。また、
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Andanteのバックナンバーへのリンクもございますので是非ご覧ください。 

 

ホームページURL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/a0002/ 

 

◇ メールマガジンのご登録内容の変更や解約手続きにつきましては、以下のリンクから行っ

ていただけます。 

 

北海道のメールマガジンURL：http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 

 

【４】編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

鍋のおいしい季節となりました。天高く馬肥ゆる秋ということで、体重計は目につかないと

ころに押し込みました。私の近況はそんな感じですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

自殺対策に関わる動きとしては上述した「自殺総合対策大綱」の公開の他にも、「令和 4 年

版自殺対策白書」も厚生労働省のホームページで公開されております。令和 3 年に引き続き、

新型コロナウイルスと自殺の動向について特集が組まれておりますので、興味のある方はご一

読ください。 

寒い日が続いていて体調を崩しやすい季節です。また、新型コロナウイルス感染症にかかる

人も増加していると耳にします。皆様もどうかお体の方ご自愛ください。 

 

いつもご愛読ありがとうございます。 

次号Vol.162は、令和 4年 12 月末に配信予定です。 

 

                                                  ＊ご質問、ご要望等お問い合わせ先＊ 

                                          北海道立精神保健福祉センター 

                                     札幌市白石区本通 16丁目北 6番 34号 

                                                       Tel 011-864-7121 

                                                       Fax 011-864-9546 

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/ 

Mail  hofuku.seishin1＠pref.hokkaido.lg.jp 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/

